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１【提出理由】

2015年６月26日開催の当社第139回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2015年６月26日

 

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

          期末配当に関する事項

　　　　　　 当社普通株式１株につき金90円

 

第２号議案 取締役８名選任の件

          取締役として、長谷川閑史、クリストフ　ウェバー、本田信司、岩﨑真人、數土文夫、小島順彦、

          坂根正弘およびアンドリュー　プランプを選任する。

　　　　

第３号議案 監査役１名選任の件

          監査役として、山中康彦を選任する。

 

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

          補欠監査役として、黒田克司を選任する。

 

第５号議案 取締役賞与の支給の件

          当期末時点の取締役６名(海外居住の取締役および社外取締役を除く)に対する賞与につき

          総額370百万円以内で支給する。

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件ならびに当該決議の結果

 

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
決議の結果
(賛成の割合)

第１号議案 5,397,718 220,620 4,414 (注)１ 可決 (95.16%)

第２号議案    (注)２   

　長谷川閑史 4,546,319 940,447 135,952  可決 (80.15%)

　クリストフ　ウェバー 4,973,339 630,309 19,071  可決 (87.68%)

　本田信司 5,306,291 297,373 19,073  可決 (93.55%)

　岩﨑真人 5,076,069 527,595 19,073  可決 (89.49%)

　數土文夫 5,093,392 524,923 4,422  可決 (89.79%)

　小島順彦 5,089,793 528,523 4,422  可決 (89.73%)

　坂根正弘 5,341,633 276,684 4,422  可決 (94.17%)

　アンドリュー　プランプ 5,347,601 256,065 19,073  可決 (94.27%)

第３号議案 5,157,820 460,560 4,413 (注)２ 可決 (90.93%)
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第４号議案 5,606,574 11,780 4,413 (注)２ 可決 (98.84%)

第５号議案 4,955,242 663,064 4,492 (注)１ 可決 (87.36%)
 

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の

集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主

の議決権の数の一部を集計しておりません。

 

EDINET提出書類

武田薬品工業株式会社(E00919)

臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

